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遊佐町条件付き一般競争入札 説明書 

 

 入札公告に基づく条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札

説明書によるものとする。 

 

１. 入札参加資格 

（１）遊佐町契約に関する規則第１５条第１項に規定する入札参加資格を有することとは、本

町の指名参加登録の資格を有するものをいう。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当しないこととは、法的な禁止措置を受け

ていないものをいう。 

（３）遊佐町建設工事請負業者指名停止要綱に基づく指名停止を受けていないこととは、入札

の日までの期間において指名停止措置を受けていないものをいう。 

（４）支社、支店、営業所を有するものとあるときは、建設業法に規定し義務付けられている

技術者を常勤しその職務に従事しているものをいう。 

（５）経営事項審査結果通知書（写し）は、１年７月以内のものであり、かつ直近のものとす

る。 

総合評点は、当該工事の種類の点数であること。 

（６）特定建設業許可を有するものとあるときは、経営事項審査結果通知書の当該工事におい

て許可を受けているものをいう。 

（７）資格を有する主任技術者又は監理技術者については、建設業法における工事管理に必要

な技術資格を有するものをいう。 

 

２． 入札手続等 

（１）申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。 

（２）申請書及び確認資料の提出は、公告で指定された提出場所へ持参することにより行なう

ものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

（３） 提出期限以降における申請書又は確認資料の差替え及び再提出は認めない。 

 

３.入札参加資格確認結果の通知 

入札参加資格は、申請書等の提出期限の日を基準日として行うものとし、入札参加資格が

あると認めた場合は、申請書の写しに受付印を押して返却する。 
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４.入札参加資格がないと認められた理由の説明要求等 

（１）入札参加資格がないと認められた者は、任意の書面により総務課長にその理由の詳細説

明を求めることができる。 

①提出期限  所定の期日まで 

②提出場所  遊佐町総務課 電話７２－５８８０ 

③提出方法  書面は持参により提出する。郵送又は電送によるもの不可とする。 

（２）総務課長は説明要求があった場合は、説明を求めた者に対して書面により回答する。 

 

５．設計図書等の閲覧、配付 

当該工事に係る設計図書について、次により閲覧又は配付を行う。 

（１） 閲覧、配付が可能な設計図書は、図面、仕様書、設計書とする。 

（２） 閲覧、配付期間は、入札公告で指定するものとする。 

 

６．設計図書等に対する質問 

（１） 設計図書に質問がある場合は、書面により担当課へ提出すること。 

（２）受付期間、提出場所は、設計図書等に添付してあるとおりとする。 

 

７．入札 

（１）入札金額は、税抜き金額とする。契約金額は、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てた金額）とする。 

（２）入札書の提出と同時（１回目の入札に限る）に、当該入札書に記載された金額の算定根

拠となった工事内訳書を提出すること。 

（３）工事内訳書は指定された書式以外は認めないものとする。 

（４）工事内訳書を提出しないときは、（６）①によりその入札を無効とする。 

（５）工事内訳書に記載された内容に調査の必要が生じたときは、聴き取りができるものとす

る。 

（６）次に掲げる入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決

定を取り消すものとする。 

①入札公告に示した競争入札参加の資格のない者（入札参加資格があることを確認さ

れた者で、開札時に入札公告に示した競争入札参加資格を満たさなくなった者を含

む。）のした入札 
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②申請書及び確認資料に虚偽の記載をした入札 

③委任状を持参しない代理人のした入札 

④記名押印をしていない入札 

⑤金額を訂正した入札 

⑥誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札 

⑦明らかに連合によると認められる入札 

⑧同一工事の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理人をした者の 

入札 

 

８．落札者の決定方法 

（１）最低制限価格制度の対象となる入札については、最低制限価格を下回った場合、当該入

札をした者を落札者とはせず、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格で入札し

た者を落札者とする。 

（２）低入札価格調査制度の対象となる入札については、調査基準価格を下回った場合、調査

を行なったうえで落札するか否かを決定する。 

（３）落札となるべき同額の入札をした者が２名以上いる場合には、直ちに当該入札者によっ

てくじ引きを行い落札者を決定する。 

 

９．提出書類 

（１） 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書 ２部 

（２）経営事項審査結果通知書（写し） 

（３）その他、提出の指定があった場合は必要書類 

 

 

 

 

 

 


